
○税の書類について

必要なのは平成３０年度 市(区町村)/県民税所得割額の内訳が分かる書類です。

必ず下表のうちのいずれかを用意してください。

!! 源 泉 徴 収 票 、 給 与 明 細 で は 市 (区 町 村 )/県 民 税 所 得 割 額 が分かりません。

次の ａ ｂ ｃ ｄ のうち一人につき いずれか１種を用意します。

生活保護世帯の方

ｄ生活保護受給証明書

(生活保護の始期が記載され、
かつ発行年月日が平成３０年６月１日以降のもの。

「支給証」ではありません。)
＊ 平成３０年１月１日時点で 生活保護法に規定する被保護

世帯であることが分かる証明書

福祉事務所長が発行。

または、平成３０年度「非課税証明書」 ａへ

サラリーマンなど
給与所得者の方

ｃ平成３０年度

「市(町村)民税・県民税 特別徴収税額通知書(納税義務者用)」

※

例年５～６月頃

勤務先から配布

または、平成３０年度「課税証明書」 ａへ

自営業などご自分で
住民税を納付する方

ｂ平成３０年度

「市(町村)民税・県民税納税通知書」

例年５～６月頃

市町村から配布

または、平成３０年度「課税証明書」 ａへ

ｂ ｃ ｄが

入手できない。

「通知書」が

見当たらない場合など

ａ平成３０年度「(非)課税証明書」

・ 市(町村)/県民税所得割額・控除対象配偶者の有無が

記載 されているもの

・ ×「納税証明書」

×「所得証明書」 ではありません。

お住まいの役所の
住民税担当窓口

もしくは

行政サービスコーナーで
発行できます。

※ ｃ特別徴収税額通知書は（納税義務者用：個人向）をご用意ください。

（特別徴収義務者用：企業・会社向）は審査書類ではありません。

!! 平成 30年 １月 １日に、外国在住などで日本に住民票が無く、ａ ｂ ｃの税の証明が

発行できない場合は、横浜隼人高校事務局までご相談ください。

!!副業していて両方お持ちの方はａ課税証明書をご提出ください!!



基準内かどうか確認します

参考例１ ａ課税証明書の場合
(市区町村によって様式は異なります。これは参考例です。)

平成３０年度 市民税・県民税 課税(非課税)証明書

平成３０年
住 所

1月1日現在 氏 名

所得金額（平成２９年分） 所得控除額(平成２９年分)

給与支払金額 雑 損 本 人 障 害

総 所 得 金 額
医 療 費

寡婦 ･ 寡夫

以下余白 社会保険料 勤 労 学 生

小規模企業

共済等掛金
扶養控除等

生命保険料 基 礎 控 除

地震保険料 所得控除合計

扶養控除等の内訳

配偶者 配偶者特別 特定 その他 老人(うち同居)

特別障害(うち同居) 普通障害

16歳未満の扶養親族

税 額（平 成３０年度分）

所 得 割 額 均 等 割 額 合 計 年 税 額

市 民 税

県 民 税

（備考）

上記のとおり相違ないことを証明します。

平成 ３０年 ６ 月 ● 日

● ● 市 ● ● ● 区長 印

参考例２ ｃ市民税県民税特別徴収税額通知書の場合
(市町村によって様式は異なります。これは参考例です。)

※ 基準内かどうか分からない方も、ご提出いただければ事務局にて確認します。

こちらの欄 【 市民税 所得割額 】 と

こちらの欄 【 県民税 所得割額 】 を合算し

さらにそこから、父母合算すると基準税額です。
※例外あり。注）１参照

水色の紙の裏面の一覧表と比較してください。

注１） 親権者が２名いるが、１名分しか

提出しない方は、この配偶者欄に「 １人 」

または「有り」「一般」という記述があることを

ご確認ください。

空欄の場合は２名分必要になります。

※親権者が１人の方は、寡婦（寡夫）もしくは

寡婦特別という欄に何らかの記述が入ってい

るか確認してください。
（無い場合はお電話でご相談ください。）

注１） 親権者が２名いるが、１名分しか提出しない方は

この 控配 欄に「 * 」もしくは「 １ 」という記述があることを

ご確認ください。空欄の場合は２名分必要になります。

※親権者が１人の方は寡婦（寡夫）･特寡 欄をご覧下さい。

市民税 所得割額⑥と

県民税 所得割額⑥を合算し

さらにそこから、父母合算すると基準税額です。
※例外あり。注）１参照

水色の紙の裏面の一覧表と比較してください。
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